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洞
爺
湖
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
案

 
現

 
 

 
 

 
 

 
行

 

（
期
末
手
当
）

 

第
６
条

 
略

 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
、
議
員
報
酬
の

月
額
及
び
そ
の
議
員
報
酬
の
月
額
に
１
０
０
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額
に
１
０
０
分
の
２
３
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
洞
爺
湖
町
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
洞
爺
湖
町
条
例
第
３
６
号
。
以
下
「
給

与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
の
区
分
に

応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 

（
期
末
手
当
）

 

第
６
条

 
略

 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
、
議
員
報
酬
の

月
額
及
び
そ
の
議
員
報
酬
の
月
額
に
１
０
０
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額
に
１
０
０
分
の
２
３
０
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
洞
爺
湖
町
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
洞
爺
湖
町
条
例
第
３
６
号
。
以
下
「
給

与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
の
区
分
に

応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 

 

洞
爺
湖
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
案

 
現

 
 

 
 

 
 

 
行

 

（
期
末
手
当
）

 

第
６
条

 
略

 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
、
議
員
報
酬
の

月
額
及
び
そ
の
議
員
報
酬
の
月
額
に
１
０
０
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額
に
１
０
０
分
の
２
３
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
洞
爺
湖
町
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
洞
爺
湖
町
条
例
第
３
６
号
。
以
下

「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
の
区

分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 

（
期
末
手
当
）

 

第
６
条

 
略

 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
、
議
員
報
酬
の

月
額
及
び
そ
の
議
員
報
酬
の
月
額
に
１
０
０
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額
に
１
０
０
分
の
２
３
５

 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
洞
爺
湖
町
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
洞
爺
湖
町
条
例
第
３
６
号
。
以
下

「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
の
区

分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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洞
爺
湖
町
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
案

 
現

 
 

 
 

 
 

 
行

 

（
期
末
手
当
）

 

第
４
条

 
略

 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
任
し
た
者
に

あ
っ
て
は
、
退
任
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
特
別
職
が
受
け
る
べ
き
給
料
の

月
額
及
び
給
料
の
月
額
に
１
０
０
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

に
、
１
０
０
分
の
２
３
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
洞
爺
湖
町
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
洞
爺
湖
町
条
例
第
３
６
号
）
の
適
用
を
受
け
る

職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
在
職
期
間
の
区

分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 

（
期
末
手
当
）

 

第
４
条

 
略

 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
任
し
た
者
に

あ
っ
て
は
、
退
任
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
特
別
職
が
受
け
る
べ
き
給
料
の

月
額
及
び
給
料
の
月
額
に
１
０
０
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

に
、
１
０
０
分
の
２
３
０
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
洞
爺
湖
町
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
洞
爺
湖
町
条
例
第
３
６
号
）
の
適
用
を
受
け
る

職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
在
職
期
間
の
区

分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 

洞
爺
湖
町
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
案

 
現

 
 

 
 

 
 

 
行

 

（
期
末
手
当
）

 

第
４
条

 
略

 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
任
し
た
者
に

あ
っ
て
は
、
退
任
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
特
別
職
が
受
け
る
べ
き
給
料
の

月
額
及
び
給
料
の
月
額
に
１
０
０
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

に
、
１
０
０
分
の
２
３
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
洞
爺
湖
町
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
洞
爺
湖
町
条
例
第
３
６
号
）
の
適
用
を
受

け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
在
職
期
間

の
区
分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

（
期
末
手
当
）

 

第
４
条

 
略

 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
任
し
た
者
に

あ
っ
て
は
、
退
任
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
特
別
職
が
受
け
る
べ
き
給
料
の

月
額
及
び
給
料
の
月
額
に
１
０
０
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

に
、
１
０
０
分
の
２
３
５

 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
洞
爺
湖
町
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
洞
爺
湖
町
条
例
第
３
６
号
）
の
適
用
を
受

け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
在
職
期
間

の
区
分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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洞
爺
湖
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
案

 
現

 
 
 

 
 
 

 
行

 

（
通
勤
手
当
）

 
（
通
勤
手
当
）

 

第
１
５
条

 
略

 
第
１
５
条

 
略

 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 
略

 
⑴

 
略

 

⑵
 
前
項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員

 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単

位
期
間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る

職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
減
じ
た
額
）

 

⑵
 
前
項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員

 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単

位
期
間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る

職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
減
じ
た
額
）

 

ア
 
自
動
車
等
の
使
用
距
離
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
使
用
距
離
」
と
い
う
。
）

が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員

 
２
，

０
０
０
円

 

ア
 
自
動
車
等
の
使
用
距
離
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
使
用
距
離
」
と
い
う
。
）

が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員

 
２
，

０
０
０
円

 

イ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

る
職
員
 
４
，
２
０
０
円

 

イ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

る
職
員

 
４
，
２
０
０
円

 

ウ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
７
，
３
０
０
円

 

ウ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
７
，
１
０
０
円

 

エ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
１
０
，
４
０
０
円

 

エ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
１
０
，
０
０
０
円

 

オ
 
使
用
距
離
が
片
道
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

オ
 
使
用
距
離
が
片
道
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
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あ
る
職
員

 
１
３
，
５
０
０
円

 
あ
る
職
員

 
１
２
，
９
０
０
円

 

カ
 
使
用
距
離
が
片
道
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
１
６
，
６
０
０
円

 

カ
 
使
用
距
離
が
片
道
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
１
５
，
８
０
０
円

 

キ
 
使
用
距
離
が
片
道
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
１
９
，
７
０
０
円

 

キ
 
使
用
距
離
が
片
道
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
１
８
，
７
０
０
円

 

ク
 
使
用
距
離
が
片
道
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
２
２
，
８
０
０
円

 

ク
 
使
用
距
離
が
片
道
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
２
１
，
６
０
０
円

 

ケ
 
使
用
距
離
が
片
道
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
２
５
，
９
０
０
円

 

ケ
 
使
用
距
離
が
片
道
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
２
４
，
４
０
０
円

 

コ
 
使
用
距
離
が
片
道
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
２
９
，
１
０
０
円

 

コ
 
使
用
距
離
が
片
道
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
２
６
，
２
０
０
円

 

サ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
３
２
，
３
０
０
円

 

サ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
２
８
，
０
０
０
円

 

シ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
３
５
，
５
０
０
円

 

シ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
職
員

 
２
９
，
８
０
０
円

 

ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

 
３
８
，
７
０

０
円

 

ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

 
３
１
，
６
０

０
円

 

⑶
 
略

 
⑶

 
略

 

３
～
７
 
略

 
３
～
７

 
略

 

（
日
直
手
当
）

 
（
日
直
手
当
）

 

第
１
９
条
の
２

 
日
直
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
１
回
に
つ
き
４
，

７
０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
を
日
直
手
当
と
し
て

第
１
９
条
の
２

 
日
直
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
１
回
に
つ
き
４
，

４
０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
を
日
直
手
当
と
し
て
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支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 
２
 
略

 

（
期
末
手
当
）

 
（
期
末
手
当
）

 

第
２
１
条

 
略

 
第
２
１
条

 
略

 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
５

 
 
 
 
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

 

⑴
～
⑷
 
略

 
⑴
～
⑷
 
略

 

３
～
５
 
略

 
３
～
５

 
略

 

６
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
２
．

５
」
と
す
る
。

 

６
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
５

 
 
 
 
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
０

 
 
 

 
 
」
と
す
る
。

 

（
勤
勉
手
当
）

 
（
勤
勉
手
当
）

 

第
２
４
条

 
略

 
第
２
４
条

 
略

 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
勉
手
当
の
額
の
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
。

 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
勉
手
当
の
額
の
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
。

 

⑴
 
第
１
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

 
当

該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。

⑴
 
第
１
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

 
当

該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
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次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
を
加
算
し

た
額
に
１
０
０
分
の
１
０
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

 

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
を
加
算
し

た
額
に
１
０
０
分
の
１
０
５

 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

 

⑵
 
第
１
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
５
２
．
５
を
乗
じ

て
得
た
額
の
総
額

 

⑵
 
第
１
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
５
０

 
 
 
 
を
乗
じ

て
得
た
額
の
総
額

 

３
～
５
 
略

 
３
～
５

 
略
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洞
爺
湖
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
）

 

改
 

 
 
正
 
 

 
案

 
現

 
 
 

 
 
 

 
行

 

（
期
末
手
当
）

 

第
２
１
条

 
略

 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間

の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

 

⑴
～
⑷
 
略

 

３
～
５
 
略

 

６
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７

１
．
２
５
」
と
す
る
。

 

 

（
勤
勉
手
当
）

 

第
２
４
条

 
略

 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
勉
手
当
の
額
の
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
。

 

⑴
 
第
１
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

 
当

該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。

（
期
末
手
当
）

 

第
２
１
条

 
略

 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５

 
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間

の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

 

 
⑴
～
⑷

 
略

 

３
～
５

 
略

 

６
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５

 
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７

２
．
５

 
」
と
す
る
。

 

 

（
勤
勉
手
当
）

 

第
２
４
条

 
略

 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
勉
手
当
の
額
の
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
。

 

⑴
 
第
１
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

 
当

該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
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次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
を
加
算
し

た
額
に
１
０
０
分
の
１
０
６
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

 

⑵
 
第
１
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
５
１
．
２
５
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額

 

３
～
５
 
略

 

 

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
を
加
算
し

た
額
に
１
０
０
分
の
１
０
７
．
５

 
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

 

⑵
 
第
１
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
５
２
．
５

 
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額

 

３
～
５

 
略
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洞
爺
湖
町
議
会
議
員
及
び
洞
爺
湖
町
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

（
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）
 

第
８
条
 
町
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
の

契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ

き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
１
枚
当
た
り

の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
８
円
３
８
銭
を
超
え
る
場
合
に
は
、
８
円
３
８
銭
）

に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
、
法
第
１
４
２
条
第

１
項
第
７
号
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の

に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数

は
１
円
と
す
る
。
）
を
、
第
６
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求

に
基
づ
き
、
当
該
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。
 

 

（
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）
 

第
１
１
条
 
町
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支

払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の

１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
５
８
６
円
８
８
銭
に
当
該
選
挙
に
お

け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
７
０
，
０
０
０
円
を
加
え
た
金
額

を
当
該
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
１
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
１
円
と
す
る
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
除

（
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）
 

第
８
条
 
町
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
の

契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ

き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
１
枚
当
た
り

の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
７
円
７
３
銭
を
超
え
る
場
合
に
は
、
７
円
７
３
銭
）

に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
、
法
第
１
４
２
条
第

１
項
第
７
号
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の

に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数

は
１
円
と
す
る
。
）
を
、
第
６
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求

に
基
づ
き
、
当
該
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。
 

 

（
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）
 

第
１
１
条
 
町
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支

払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の

１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
５
４
１
円
３
１
銭
に
当
該
選
挙
に
お

け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
７
０
，
０
０
０
円
を
加
え
た
金
額

を
当
該
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
１
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
１
円
と
す
る
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
除
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し
て
得
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ

て
当
該
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
に
相
当
す
る
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基

づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
９
条
後
段

に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、

当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作

成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。
 

し
て
得
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ

て
当
該
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
に
相
当
す
る
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基

づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
９
条
後
段

に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、

当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作

成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。
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洞
爺
湖
町
環
境
基
本
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
案

 
現

 
 
 

 
 
 

 
行

 

 
（
所
掌
事
項
）

 

第
２
６
条

 
審
議
会
は
町
長
の
諮
問
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。
 

⑴
 
環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
基
本
的
事
項

 

⑵
 
廃
棄
物
の
減
量
と
リ
サ
イ
ク
ル
、
適
正
処
理
の
推
進
及
び
手
数
料
等
に
関
す
る

事
項
 
 

 
 
 

 
 

⑶
 
公
害
対
策
に
関
す
る
重
要
な
事
項

 

⑷
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
又
は
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権

限
に
属
さ
れ
た
事
項

 

２
 
審
議
会
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
関
し
町
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 （
組
織
等
）

 

第
２
７
条

 
審
議
会
は
、
委
員
１
５
人
以
内
で
組
織
し
、
環
境
に
関
し
見
識
の
あ
る

者
の
う
ち
か
ら
町
長
が
委
嘱
す
る
。

 

２
 
委
員
の
任
期
は
、
３
年
と
し
、
補
欠
委
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。
た
だ
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。

 

３
及
び
４

 
略

 

（
所
掌
事
項
）

 

第
２
６
条

 
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

 

⑴
 
町
長
の
諮
問
に
応
じ
、
環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
基
本
的
事
項

 

⑵
 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
又
は
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権

限
に
属
さ
れ
た
事
項

 

   

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
は
、
環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る

基
本
的
事
項
に
つ
い
て
町
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
組
織
等
）

 

第
２
７
条

 
審
議
会
は
、
委
員
１
０
人
以
内
で
組
織
し
、
環
境
に
関
し
見
識
の
あ
る

者
の
う
ち
か
ら
町
長
が
委
嘱
す
る
。

 

２
 
委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
し
、
補
欠
委
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。
た
だ
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。

 

３
及
び
４

 
略
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洞
爺
湖
町
公
害
防
止
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
案

 
現

 
 
 

 
 
 

 
行

 

目
次

 

第
１
章
～
第
５
章

 
略

 

第
６
章
 
削
除
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

第
７
章
～
附
則

 
略

 

 第
６
章
 
削
除
 

 
 
 

 
 

 

第
３
３
条
か
ら
第
３
７
条
ま
で

 
削
除

 

目
次

 

第
１
章
～
第
５
章

 
略

 

第
６
章

 
公
害
対
策
審
議
会
（
第
３
３
条
―
第
３
７
条
）

 

第
７
章
～
附
則

 
略

 

 第
６
章

 
公
害
対
策
審
議
会

 

（
審
議
会
の
設
置
等
）

 

第
３
３
条

 
町
の
公
害
対
策
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
洞
爺
湖
町
公

害
対
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

 

２
 
審
議
会
は
、
町
長
の
諮
問
に
応
じ
、
公
害
対
策
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
調
査

審
議
す
る
。

 

３
 
審
議
会
は
、
公
害
対
策
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
を
町
長
に
建
議
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

（
組
織
）

 

第
３
４
条

 
審
議
会
は
、
委
員
１
０
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

 

２
 
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命
す
る
。

 

３
 
委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

 

４
 
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
会
長
及
び
副
会
長
）

 

第
３
５
条

 
審
議
会
に
会
長
及
び
副
会
長
を
置
く
。

 

２
 
会
長
及
び
副
会
長
は
、
委
員
が
互
選
す
る
。
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３
 
会
長
は
、
審
議
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。

 

４
 
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代

理
す
る
。

 

（
会
議
）

 

第
３
６
条

 
審
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

 

２
 
審
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き

な
い
。

 

３
 
会
議
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長

の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
専
門
委
員
）

 

第
３
７
条

 
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命
す
る
。

 

３
 
専
門
委
員
は
、
当
該
事
項
の
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。
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 指定管理者議案説明資料 

 

施 設 の 名 称 洞爺いこいの家 洞爺水辺の里財田キャンプ場 

施 設 の 所 在 地 虻田郡洞爺湖町洞爺町１９９番地１ 虻田郡洞爺湖町財田９番地 

選 定 方 法 
洞爺湖町公の施設に係る指定管理者の指定の手続きに関する条例 

第２条（指定管理者の公募） 

 

１ 施設の概要 

設 置 条 例 洞爺湖町洞爺いこいの家条例 

設 置 目 的 
町民の健康で明るく豊かな生活の向上、保健と休養、社会福祉の向上

を目的とする。 

施設の事業内容 

⑴ 洞爺いこいの家の利用の許可に関する業務 

⑵ 洞爺いこいの家内における飲食等の販売に関する業務 

⑶ 洞爺いこいの家の施設及び設備の維持管理に関する業務 

⑷ 洞爺いこいの家の運営に関し、必要な業務 

現 在 の 管 理 者 洞爺産業 株式会社 

管 理 運 営 費  13,850,000円／年 

 

設 置 条 例 洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例 

設 置 目 的 
町民の健康で明るく豊かな生活の向上、青少年の環境教育等を推進す

るとともに観光の振興に寄与することを目的とする。 

施設の事業内容 

⑴ 洞爺水辺の里財田キャンプ場の利用の許可に関する業務 

⑵ 洞爺水辺の里財田キャンプ場内における飲食等の販売に関する業

 務 

⑶ 洞爺水辺の里財田キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する

業務 

⑷ 洞爺水辺の里財田キャンプ場の運営に関し、必要な業務 

現 在 の 管 理 者 洞爺産業 株式会社 

管 理 運 営 費 33,850,000円／年  

 

２ 指定管理者として指定する団体の概要 

名 称 洞爺産業 株式会社 

所 在 地 虻田郡洞爺湖町洞爺町４１４番地 

代 表 者 名 代表取締役 伝  哲 也 

設 立 年 月 日 昭和59年2月24日 

設 立 目 的 事業概要欄に記述 

資 本 金 １０，０００，０００円 

職 員 数 (1)正職員 4人 (2)臨時職員 17人 
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事 業 概 要 

⑴ 土木建設工事、建築工事、鉄骨、橋梁、鉄塔その他構造物の製

作、施工および解体、とび業、造園業上下水道施設工事 

⑵ 建設工事用、農業用の機械及び資材の仕入販売 

⑶ 重機車輌、自転車、ボート、テント、オートバイ等の賃貸及び保

管業務 

⑷ 駐車場の経営 

⑸ 不動産の売買、賃貸及びそれらの仲介、不動産の管理等に関する

業務 

⑹ 車輌、農機具及びその部品の製造、修理、販売 

⑺ 日用品、雑貨、食料品、酒、煙草、家庭電気製品の販売及び賃貸 

⑻ 農産物、水産物及びそれらの加工食品の製造及び仕入れ販売 

⑼ ホテル、旅館、下宿、貸別荘、遊園地、ゴルフ場、スキー場、テ

ニス、乗馬クラブその他観光及びレジャー施設の経営 

⑽ 給食業務、海産物店、北海道土産物店、飲食店及び食品雑貨の店

舗及び移動店舗の経営 

⑾ 広告代理店業務 

⑿ 産業廃棄物の収集運搬及び処分 

⒀ 公共施設の管理業務、清掃業務の請負 

⒁ 道路、公園等公共施設の清掃業務及び塵芥収集業務の請負 

⒂ 前各号に附帯する一切の業務 

決 算 

⑴ 資産の 部 

⑵ 負債の 部 

⑶ 純資産の部 

２０，３５３，５５５円 

９，４８７，１９４円 

１０，８６６，３６１円 

 

 

 

３ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

４ 事業計画 

 （洞爺いこいの家） 

項 目 事 業 内 容 

施設の管理運営 

 洞爺いこいの家の最大の魅力として洞爺温泉の非常に良い泉質が挙

げられ、洞爺町エリアの貴重な財産となっております。この温泉資源

を絶やさぬよう守り、町内外への最大限の利用が施設に求められてい

ると認識しております。 

 昭和５８年度の開館以来、施設の老朽化が進んでおりますが、平成

２２年度に一部施設改修が実施され、今後は各設備の点検を定期的、

計画的に行い、利用者が安全に安心して利用できるよう維持管理を行

います。段階的に配管工事や設備機器交換等、不具合のある箇所の改

修が進んでおりますので、継続的に町と協議しながら行います。 
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項 目 事 業 内 容 

効 率 的 な 運 営 

 消耗品等、営業に必要な備品を財田キャンプ場との一括共同購入に

より経費削減を意識しております。芝刈や樹木の剪定等の場外管理業

務においても財田キャンプ場と連携し多人数、短時間で行うオペレー

ションを実施しております。 

 運営人員においては、開館前の準備作業２名、営業時間帯及び閉館

作業を１名の交代制で運営しておりましたが、令和６年度より通年正

規雇用を１名増員し交代制シフトの見直しを行い、社員の労働環境の

改善に努めております。 

苦 情 処 理 

利用者の声を真摯に受け止め、従業員全体でより良い環境の提供と

満足度向上を目指し職員で共有し改善を図ります。お子様からご高齢

の方まですべての年齢層にゆっくり満足いただける施設を目標とした

接客対応を心掛け、ご来場者の声にお応えしていきたいと思います。 

緊 急 時 の 対 応 

急病等の緊急時は、管理室内に掲出されている緊急連絡先による迅

速な対応を行います。泉源関係の不調においては洞爺総合支所、温泉

利用協同組合と連携を取り、迅速な対応及び改善に努めます。 

事 故 防 止 の 

取 り 組 み 

浴場においてはレジオネラ菌の検査等、事故防止の為に定期的に成

分調査を行っています。その他災害防止マニュアル、緊急時対応マ

ニュアル等を整備し安全と安心の確保に努めます。また、出入り口に

引き続き消毒アルコールを設置しており、インフルエンザ等の流行時

の感染防止に努めます。 

個 人 情 報 保 護 

に つ い て 

基本的に来館者の個人情報を収集することはありません。ただし、

お客さまアンケートなどで得た情報については、ご本人、または代理

人からの請求があった場合にのみ開示します。また、官公庁などの法

的機関からの要請がある場合や、サービスを保護するために必要な場

合には、この限りではありません。 

 個人情報は、定められた場所で３年間保管し、その後、適切に処

理・削除いたします。 

達 成 目 標 

 洞爺湖町の人口減少や、近隣温浴施設と比較し建物の老朽化は否め

ませんが、清潔感のある館内清掃と気持ちのよい接客対応を維持して

います。コロナ禍を経て、一時激減した客数を令和６年には３万３，

０００人弱まで戻すことが出来ております。 

 今後は長年通われているリピーターを大切にしながら、新しい客層

の取り組みにチャレンジし、年間利用者数３万５，０００人を目標に

取り組みます。 
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項  目 事 業 内 容 

広 告 宣 伝 

・マスメディアの活用 

 テレビ・雑誌社への情報協力を積極的に行い、銭湯料金で入浴でき

る源泉かけ流し天然温泉の魅力を全道へ発信します。雑誌では現在、

じゃらん・ＨＯなどで定期的に掲載していただいております。 

 

・洞爺水辺の里財田キャンプ場、洞爺まちづくり観光協会との連携強

化 

 近年のキャンプ場の在り方として、温浴施設の併設が挙げられます

が、車で５分～１０分圏内の移動距離を生かし積極的に双方利用者へ

の宣伝を行い更なる周知に努めます。 

地 域 へ の 貢 献 

町内外の利用者に安心して憩いの場として利用していただける環境

作りを行うと共に、町外利用者に洞爺町エリアの静かで自然豊かな環

境を満喫いただき、周辺観光のきっかけづくりになるように洞爺まち

づくり観光協会や近隣施設と連携しながら運営を行います。 

そ  の  他  指定管理者業務仕様書を厳守し、管理運営業務を遂行します。 

 

（洞爺水辺の里財田キャンプ場） 

項 目 事 業 内 容 

施設の管理運営 

国立公園の美しい自然と来場者に快適な場内環境の両立を目指し、

場内整備を進めています。財田キャンプ場の「清潔なトイレ・炊事

場」と「丁寧に管理された場内・芝生」は、来場者から非常に高い評

価をいただいております。 

 お子様からご年配の方まで安心して過ごせる環境を提供できるよ

う、今後も継続的に維持管理を行う方針です。 

 老朽化した設備については、洞爺湖町と連携のうえ、必要に応じて

随時修繕を実施します。 

 また、倒木の恐れがある樹木の点検や芝生の張り替え作業などは、

熟練したスタッフが安全・確実に対応しております。 

効 率 的 な 運 営 

受付業務に関してはオンライン予約を活用、キャッシュレス決済の

導入によるチェックイン時の会計業務の簡素化しています。 

 今後は、現地クレジット決済や予約時の事前決済も視野に入れてお

り、来場者目線の更なる利便性向上を目指しています。 

 芝刈り作業等、野外業務におきましてはチェックアウト後や閑散日

に計画的な作業を行い、キャンプ場利用者への騒音や迷惑とならいよ

うな作業計画を受付スタッフと連携を取りながら実行しております。 
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項 目 事 業 内 容 

苦 情 処 理 

場内アンケートの実施の他、イレギュラーな苦情には昼夜問わず迅

速に対応します。 

 昨今のブームによるキャンプ人口の増加により一部利用者のマナー

の低下が他キャンプ場でも問題となっております。特に夜間の騒音、

迷惑行為には厳しく対応し、場内の治安を守る巡回等を今一度見直し

ます。 

 各種SNS、Googleの評価など誰でも自由に書き込み、観覧出来る時

代となっておりますが、苦情から得られる顧客心理を確実にくみ取

り、より良い場内環境と接客応対に反映させる取り組みを実行しま

す。 

緊 急 時 の 対 応 

重大な事故等が発生した場合、洞爺湖町役場、警察・消防へ報告を

行い、被害を最小限に抑える迅速な対応を心掛けます。 

 キャンプ場利用者と関連性の高いカヌー・SＵＰ等のレイクスポー

ツによる水難事故が近年発生しております。状況によっては洞爺まち

づくり観光協会・消防と連携し救助船舶の要請を早急に行います。 

事 故 防 止 の 

取 り 組 み 

場内事故防止の為、車両入場者には徐行運転を守るよう受付時にお

知らせし、路上駐停車による道路幅減少を防ぐ為、チェックイン後の

場内周回を実行しています。 

 また、受付時の家族構成の確認、湖の状況や湖の遊泳禁止等、昨今

の温暖化に伴う体調管理の注意を行い、来場者すべてに安心安全に

キャンプを楽しんでいただく対応を取っています。 

 カヌー等レイクスポーツ利用者には、洞爺湖適正利用推進連絡協議

会の定めたルール・禁止事項の伝達と、キャンプ場管理棟での連絡先

の記入及び緊急時の為の携帯電話をいただくことで有事に備えます。 

個 人 情 報 保 護 

に つ い て 

 予約業務及び受付業務にて取り扱う個人情報は、決められた場所に

て厳重に保管し、第三者に閲覧されることの無い適切な安全対策を実

施して、個人情報保護に努めて参ります。 

 業務を一部外部委託する際は、十分な個人情報保護水準を確保して

いる業者を選定することを条件として、機密保持契約を結びます。 

 保有するお客様の個人情報については、お客様ご本人、ご本人によ

り委任された代理人、または、ご本人の法定代理人から請求があった

場合のみ開示いたします。 

 ただし、官公庁・法的機関などによって情報の公開を求められた場

合にサービスを保護する必要がある場合には、この限りではありませ

ん。 

 個人情報は、決められた場所で３年間保管し、その後、適切に処

理・削除いたします。 

達 成 目 標 

コロナ禍以降、順調に客数アップとリピーター獲得に取り組んで参

りました。令和６年度は客数２万２，０００人強と前回目標２万人を

達成しております。週末は有難いことにはほぼ予約満員となっており

ます。今後は平日の集客に力を入れ、年間客数２万８，０００人を目

標に新たな客層へのアプローチをしていきます。 
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項 目 事 業 内 容 

広 告 宣 伝 

・ＳＮＳ/メディアの活用 

 前回の指定管理申請時に開設したInstagramアカウントは、フォロ

ワー数を約８００人から５，０００人へ大きく伸ばすことが出来、こ

れにより、情報発信力の面で大きな成果を上げています。 

 現在はＳＮＳを活用して、リアルタイムの空き区画情報や天気予報

などを発信し、利用者にとって必要な情報をタイムリーに届けられる

ようになり、これにより来場者促進や運営の効率化にも繋がっていま

す。 

 今後は単なる集客ツールとしてだけでなく、地域の魅力を広く発信

し、観光振興や地域活性化にも貢献できる仕組み目指します。 

 

・ホームページの活用 

 財田キャンプ場ホームページ内に作成される更新可能なニュース欄

を活用し、観覧側に場内の様子が伝わるよう、来場のきっかけ作りを

心掛けていきます。 

また、ホームページ上でオンライン予約も行っており、インバウン

ドへのアプローチも心掛けております。 

 隣接する洞爺財田自然体験ハウスとリンクしており、来場促進が出

来るよう相互に取り組みを強化していきます。 

地 域 へ の 貢 献 

観光の拠点として、利用者の多様な需要に応えられる場を目指して

おります。 

季節に合わせた特産品の紹介や取り扱い店の情報発信を行い、洞爺

湖町全体を周遊しながら楽しんでいただけるような施設づくりを進め

てまいります 

 また、引き続き「財田自然体験ハウス」との連携を強化し、双方の

利用者に対する認知度および満足度の向上につながる環境の構築を目

指します。 

 地域資源を生かしながら、より魅力的で一体感のある観光体験を提

供していきたいと考えております 

 さらに今後は、スポーツ交流館や運動グラウンドの空き区画、そし

てキャンプ場外の駐車場などのスペースを活用し、キッチンカーの誘

致やイベントの開催を計画しております。 

 これにより、キャンプ利用者だけでなく、地域住民や観光客など幅

広い層の方々に訪れていただける、新たな賑わいの場を創出していき

たいと考えております。 

 これらの取り組みと通じて、地域とともに成長し、訪れるすべての

方に魅力を感じていただける拠点施設を目指してまいります。 

そ  の  他 指定管理者業務仕様書を厳守し、管理運営業務を遂行します。 
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５ 収支計画 

 

（洞爺いこいの家）                          (単位：千円) 

項 目 
金額(消費税及び地方消費税を含む。) 

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 合 計 

 収 入  13,850  13,970  14,100  14,120  14,250  70,290 

 

指 定 管 理 料       0       0  0       0  0  0 

利 用 料 金  13,000  13,100  13,200  13,200  13,300  65,800 

そ の 他 収 入    850    870    900    920  950  4,490 

 支 出  13,850  13,970  14,100  14,120  14,250  70,290 

 

（洞爺水辺の里財田キャンプ場）                    (単位：千円) 

項 目 
金額(消費税及び地方消費税を含む。) 

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 合 計 

 収 入 33,850 34,070 34,420 35,550 35,800 173,690 

 

指 定 管 理 料 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 5,000 

利 用 料 金 32,850 33,070 33,420 34,550 34,800 168,690 

そ の 他 収 入 0 0 0 0 0 0 

 支 出 33,850 34,070 34,420 35,550 35,800 173,690 

 ※ 指定管理料の合計額が、債務負担行為設定額となる。 

 

（２施設合計）                            (単位：千円) 

項 目 
金額(消費税及び地方消費税を含む。) 

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 合 計 

 収 入  47,700  48,040  48,520 49,670 50,050 243,980 

 

指 定 管 理 料   1,000  1,000   1,000 1,000 1,000  5,000 

利 用 料 金 45,850 46,170 46,620 47,750 48,100 234,490 

そ の 他 収 入    850    870    900    920  950  4,490 

 支 出  47,700  48,040  48,520 49,670 50,050 243,980 

 ※ 指定管理料の合計額が、債務負担行為設定額となる。 
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